
個人情報の保護に関するガイドライン 

 平成26年4月1日

一般社団法人 大阪府設備設計事務所協会 

第１章 ガイドラインの目的 (目的) 

第 １ 条  このガイドラインは一般社団法人大阪府設備設計事務所協会運営において

取り扱う個人情報の適切な保護を図るための指針となる事項を定め、その活

動の実態に応じて個人情報保護に取り組む 

第２章 定義 

(定義) 

第 ２ 条 このガイドラインにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定

めるところによる 

(１) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年

月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号、 

画像もしくは音声により当該個人を識別できるもの 

   (当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することが 

でき、それにより当該個人を識別できるものを含む)をいう。 

（２）  管理者 個人情報の収集、利用又は情報の提供の目的及び手段等を 

決定する権限を有する者をいう。 

（３）  受領者 個人情報の提供を受ける事業者等をいう。  

第３章  ガイドラインの適用範囲 

   （対象となる個人情報） 

第 ３ 条  このガイドラインは電子媒体により処理されている個人情報ならびに書面に 

より処理されている個人情報について適用する。 

第４章  個人情報の収集に関する処置 

(収集範囲の制限) 

第 ４ 条  個人情報の収集は、個人情報の利用者がその正当な業務の範囲内で、 

収集目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度においてこれを行う

ものとする 

 （収集方法の原則） 

第 ５ 条  個人情報の収集は適法かつ公正な方法によって行うものとする。 

   (特定の機微な個人情報の収集の禁止) 



第 ６ 条  次に掲げる種類の内容を含む個人情報については、これを収集し、利用し、

又は提供してはならない。ただし、当該情報の収集、利用又は提供に 

ついて、会員等の明確な同意がある場合は、この限りでない。 

（１）  人種及び民族 

（２）  門地及び本籍地(所在都道府県に関する情報を除く) 

（３）  信教(宗教、思想及び信条)、政治的見解及び労働組合への加盟 

（４）  保険医療及び性生活                                                

   （会員等から直接収集する場合の措置） 

第 ７ 条 会員等から直接に個人情報を収集する際には、会員等に対して、少なく 

とも、次に掲げる事項又はそれと同等以上の内容の事項を明示し、当該個

人情報の収集、利用又は提供に関する同意を得るものとする。ただし、既に

会員等が、次に掲げる事項の通知を受けていることが明白である場合及び

会員等により不特定多数の者に公開された情報からこれを収集する場合 

には、この限りでない。 

         （１) 個人情報に関する管理者又はその代理人の氏名又は職名、 

所属及び連絡先 

         （２） 個人情報の収集及び利用の目的 

         （３） 個人情報の提供を行うことが予定される場合には、その目的、当該情報

の受領者又は受領者の組織の種類、属性 

         （４） 個人情報の提供に関する会員等の任意性及び当該情報を提供しなかっ

た場合に生じる結果 

         （５） 個人情報の開示を求める権利及び開示の結果、当該情報が誤っている 

            場合には訂正又は削除を要求する権利の存在及び当該権利を行使する

ための具体的方法 

    （会員等以外から間接的に収集する場合の措置） 

  第 ８ 条 会員等以外から間接的に個人情報を収集する際には、会員等に対して、 

少なくとも、前条（１）から（３）まで及び（５）に掲げる事項を明示し、当該個

人情報の収集、利用又は提供に関する同意を得るものとする。ただし、 

次の（１）から（４）までのいずれかに掲げる要件を満たす場合においては、 

この限りではない。 

         （１） 会員等からの個人情報の収集時に、あらかじめ自己への情報の提供を 

            予定している旨前条（３）に従い会員等に通知した提供者から収集を行う 

            場合 

         （２） 提供される個人情報に関する守秘義務、再提供禁止及び事故時の責任 

            分担等の契約の締結により、個人情報に関して提供者と同等の取扱いを 

            担保することによって個人情報の提供を受け、収集を行う場合 



 

（３） 既に会員等が、前条（１）から（５）までに掲げる事項の通知を受けている 

            ことが明白である場合及び会員等により不特定多数の者に公開された 

            情報からこれを収集する場合 

         （４） 正当な業務の範囲内であって、会員等の保護に値する利益が侵害される 

            おそれのない収集を行う場合 

 

第５章  個人情報の利用に関する措置（利用範囲の制限） 

 

    第 ９ 条  個人情報の利用は、第１１条の場合を除き、収集目的の範囲内で行うもの

とする。 

     （目的内の利用の場合の措置） 

    第１０条  収集目的の範囲内で行う個人情報の利用は、次の（１）から（４）までに掲

げるいずれかの場合にのみこれを行うものとする。 

          （１） 会員等が同意を与えた場合 

          （２） 会員等が当事者である契約の準備又は履行のために必要な場合 

          （３） 企業ならびに個人等が従うべき法的義務のために必要な場合 

          （４） 会員等の生命、健康及び財産等の重大な利益を保護するために 

             必要な場合 

     （目的外の利用の場合の措置） 

    第１１条  収集目的の範囲を超えて個人情報の利用を行う場合又は前条（１）から（４）

までに掲げるいずれの場合にも当たらない個人情報の利用を行う場合に

おいては、少なくとも、第７条（１）から（３）まで及び（５）に掲げる事項を 

明示し、 あらかじめ会員等の同意を得、又は利用より前の時点で会員等

に拒絶の機会を与える等、会員等による事前の了解の下に行うものと 

する。 

 

第６章  個人情報の提供に関する措置 

     （提供範囲の制限） 

    第 １２条  個人情報の提供は、原則として収集目的の範囲内で行うものとする。 

     （目的内の提供の場合の措置） 

    第 １３条  収集目的の範囲内で行う個人情報の提供は、少なくとも、第８条（１）から（３）

まで及び（５）に掲げる情報を明示し、あらかじめ会員等の同意を得、又は提

供より前の時点で会員等に拒絶の機会を与える等、会員等による事前の了

解の下に行うものとする。ただし、次の（１）から（４）までに掲げるいずれかの

場合においては、この限りではない。 



         （１） 会員等からの個人情報の収集時に、あらかじめ当該情報の提供を予定し

ている旨第７条（３）に従い会員等の同意を得ている受領者に対して提供

を行う場合 

         （２） 提供した個人情報に関する守秘義務、再提供禁止及び事故時の責任 

分担等の契約の締結により、個人情報に関する自己と同等の取扱いが 

担保されている受領者に対して提供を行う場合 

         （３） 受領者が当該個人情報について改めて第７条（１）から（５）までに掲げる 

            事項を提供し、会員等の同意を得る措置を採ることが明白である場合 

         （４） 正当な業務の範囲内であって、会員等の保護に値する利益が侵害される 

            おそれのない提供を行う場合。 

     （目的外の提供の場合の措置） 

    第 １４条  収集目的の範囲を超えて個人情報の提供を行う場合又は前条（１）から（４） 

までに掲げるいずれの場合にも当たらない個人情報の提供を行う場合に

おいては、会員等に対して、少なくとも、個人情報の受領者に関する第７

条（１）から（３）まで及び（５）に相当する事項を明示し、会員等の同意を得

るものとする。この場合において、第７条（３）中「提供」とあるのは「再提供」

と読み替えるものとする。ただし、既に会員等が、当該情報の通知を受け

包括的な同意を与えていることが明白な場合は、この限りでない。 

第７章  個人情報の適正管理義務 

     （個人情報の正確性の確保） 

    第 １５条  個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、正確かつ最新の状態

で管理するものとする。 

     （個人情報の利用の安全性の確保） 

    第 １６条  個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい

等の危険に対して、技術面及び組織面において合理的な安全対策を講

ずるよう努めるものとする。 

     （個人情報の秘密保持に関する従事者の責務） 

    第 １７条  個人情報の収集、利用及び提供に従事する者は、法令の規定又は管理者

が定めた規定若しくは指示した事項に従い、個人情報の秘密の保持に 

十分な注意を払いつつその業務を行うよう努めるものとする。 

     （個人情報の委託処理に関する措置）  

    第 １８条  情報処理を委託する等のため個人情報を外部に預託する場合においては、 

            十分な個人情報の保護水準を提供する者を選定し、契約等の法律行為に

より、管理者の指示の遵守、個人情報に関する秘密の保持、再提供の禁

止及び事故時の責任分担等を担保するとともに、当該契約書等の書面又

は電磁的記録 を個人情報の保持期間にわたり保存するものとする。 



第８章  自己情報に関する会員等の権利 

     （自己情報に関する権利） 

    第 １９条  会員等から自己の情報について開示を求められた場合は、原則として合

理的な期間内にこれに応ずる。また開示の結果、誤った情報があった場

合で、訂正又は削除を求められた場合には、原則として合理的な期間内

にこれに応ずるとともに、訂正又は削除を行った場合には、可能な範囲内

で当該個人情報の受領者に対して通知を行うものとする。 

     （自己情報の利用又は提供の拒否権） 

    第 ２０条  既に保有している個人情報について、会員等から自己の情報についての

利用又は第三者への提供を拒まれた場合は、これに応ずるものとする。 

但し、管理者若しくは個人情報の開示の対象となる第三者等の法令に基

づく権限の行使又は義務の履行のために必要な場合については、この限

りではない。 

第９章  管理体制 

     （管理者の設置） 

    第 ２１条  このガイドラインの内容を理解し実践する能力のある者１名以上が、個人情

報の管理者としての業務を行うこととする。 

     （管理者の責務） 

    第 ２２条  個人情報の管理者は、このガイドラインに定められた事項を理解し、及び 

遵守するとともに、従事者にこれを理解させ、及び遵守させるよう努める 

ものとする。 

 


